
１ ⾼知県⼤規模災害復興都市計画⼿引書

⾼知県⼤規模災害復興都市計画⼿引書について

（１）現状、課題

高知県土木部都市計画課

課題解決に向けて

具体的な事業メニュー、⾏動⼿順が必要

手引書の対象

事前復興まちづくり計画策定指針との関係

目的

【事前の取組編】の構成 【被災後の手続き編】の構成

⼤規模災害発⽣後の迅速な都市の復興に向けて、県・市町村職員連携による復興体制の強化、復興まちづ
くりを進める職員の対応⼒向上を図る。

〜迅速な都市の復興による住み続けられるまちづくりを⽬指して〜

⾼知県⼤規模災害復興都市計画⼿引書は、大規模
災害から都市を復興する際の復興整備事業を円滑
に進めることを目的として、以下の２点について
とりまとめて解説するものである。
 都市を復興する際の復興整備事業を進めるう
えでの手続き

 都市の復興への対応⼒を向上するための事前
の取組

（2）手引書の目的

（3）手引書の位置付け

復興の根幹を担う都市の復興を対象

「⽣活を⽴ち上げる取組」を⽀える

（4）手引書の概要

（1）訓練の目的

事前の取組からつながる
県・市町村職員の対応⼒向上

（2）全体訓練 （3）地区別訓練

２ ⾼知県⼤規模災害復興都市計画訓練

事前の準備 復興都市計画事業の推進発災

南海トラフ地震事前復興まちづくり計画における
都市の復興の役割の明確化

災害が起きる前の「事前防災まちづくり」

⾼知県復興⽅針、市町村復興計画と調整しながら、

都市の復興、 ⽣活の復興、 産業の復興、住宅の復興

手引書は【事前の取組編】及び【被災後の手続
き編】の２分冊から構成する。

○命を守る

キーワード

ワークシート 〇〇市

まちづくりの課題

○生活を再建
する

○歴史・文化
を継承する

○地域の課題
等の解決に
つなげる

40〜50年前、中心地で
の面的な火災あり

市街地に4ｍ未満の
道が存在する

耐震比率が低い

地価が高い

井⼾⽔等、⽔に難あ
り

市内での仕事より市外
での労働者が多い
（市内の商業エリアが
被災エリアと重なる）

なりわいのニーズ把握
が必要

・山田堰
・秦山墓所

現況では災害用仮設住宅
の用地がない（公有地）

農地用水流せない
排水が難しい

自力再建の方向性を再検討
（県全体が被災する）

建替が進まず、2項道路
が4ｍになっていない

○なりわいを
再建する

排水問題

娯楽施設が少ないバイト先がない
（大学生）

地盤が良い

・城跡の調査
・文化財調査

酒造所を守る

商店街の衰退
（駅、南地区の空洞化）

災害リスクが小さいが、高知市へ
のアクセスが良く、働きに出る

仮想被害を提示

第一次建築制限区域設定

第一次建築制限区域

仮
想
被
害
の
発
生

第一次建築制限区域の作成

検討時の留意事項
・被害状況
・都市基盤整備状況
（鉄道、道路等）
・地域特性（用途、
産業、人口等）

検討時の留意事項
・時間が経過し、詳細
に判明した被害状況
・都市基盤整備状況、
地域特性

・導入する事業

発災 発災後１か月以内 発災後2か月以内

第二次建築制限区域の作成
現在位置による復興⼿続き

更新された仮想被害を提⽰

第二次建築制限区域設定

第二次建築制限区域

災害危険区域の作成
移転による復興⼿続き

対象市町の地区における課題を５つの視点で抽出・整理

命を守る 生活を再建する なりわいを再建する歴史・文化を継承する 地域の課題等の解決につなげる

抽出・整理した課題を基に地区の災害復興コンセプト案を検討

※災害復興コンセプト案とは、発災時に地区の復興まちづくり計画の参考資料となるもの

○○市△△地区
災害復興

コンセプト案
都市の復興

都市の将来像、コンセプト案

更新された仮想被害を提⽰

災害危険区域設定

災害危険区域

移転促進区域

移転先

全体訓練を通じて⼿引書を理解
・被災調査から建築制限、都市計画決定
までの手続き

・県、市町村職員⾏動⼿順
・「事前の準備」の⼤切さ

地区別訓練を通じて事前防災まちづくりに対する理解と対策の推進
・事前復興まちづくり計画策定の推進 ・防災・減災を主流化したコンパクトシティ
・災害リスクの高いエリアからの移転

地形図に都市の課題等
を明示

５つの視点毎に
都市の課題を整理

「都市の復興」と他の分野の連携イメージ

高知県事前復興まちづくり計画
策定指針

県 市 町 村

南海トラフ地震対策行動計画
【南海トラフ地震対策課】

高知県南海トラフ地震による

災害に強い地域社会づくり条例

高知県復興方針（草案）
【南海トラフ地震対策課】

【南海トラフ地震対策課】

事前復興まちづくり計画

市町村 復興に関する事前準備
市町村の現状整理と課題分析
市町村の復興方針策定
復興組織づくり
復興業務手順書の作成
対象地区の選定
地区 事前準備まちづくり計画（案）
地区の現状整理と課題分析
地区の事前復興まちづくり計画

事前に取り組む施策、事業検討

都市
計画

防災
文化
教育

医療
福祉

上下
水道

商工
観光

農林
水産指 針

高知県大規模災害復興都市計画
手引書

【都市計画課】

市町村
総合計画

国土強靭化
地域計画

防災・まちづくりに関する計画

上位計画

【事前の取組編】【被災後の手続編】

土地利用の検討
手引書に基づく訓練

手続きのとりまとめ
解説

土地利用の検討

現在位置
での面整備

高台移転拠点整備

土地区画
整理事業等

防災集団移
転促進事業
等

津波防災拠
点整備事業

手引書に基づく訓練

被災調査から建築制限
都市計画決定等までの行動手順
「事前の準備」の大切さの理解

第 ５ 章 地区の復興まちづくり

第二次建築制限
• 被災建築物等の状況調査
• 特措法第５条及び第７条の適用
（被災市街地復興推進地域の都市計画

決定）

第 ２ 章 第一次建築制限
• 被災建築物等の概況調査
• 復興地区区分の検討
• 第一次建築制限区域（案）の申出
• 建築基準法第84条の指定

第 １ 章 【被災後の手続き編】の概要

高
知
県
大
規
模
災
害
復
興
都
市
計
画
手
引
書

【
被
災
後
の
手

続
き
編

】
現在位置による復興手続き

• 復興都市計画事業の都市計画決定
• 復興都市計画事業の推進

第 ６ 章 県・市町村職員行動手順

移転による復興手続き
• 防災集団移転促進事業計画の作成
• 防災集団移転促進事業の推進

災害危険区域による制限
• 被災建築物等の状況調査
• 建築基準法第39条（災害危険区域）の

指定
• 移転促進区域の設定

第 ３ 章 現在位置による復興 第 ４ 章 移転による復興

第 ２ 章
南海トラフ地震事前復興まちづくり計画
における市街地等の復興の位置付け
• 高知県沿岸19市町村の津波対策

第 ３ 章
災害が起きる前の「事前防災まちづくり」

• 津波以外の風水害も対象
• 防災・減災を主流化したコンパクトシティ

• 災害リスクの高いエリアからの移転の促
進等

第 １ 章 【事前の取組編】の概要

第 ４ 章 手引書に基づく訓練

• 復興都市計画事業の実施手続きの理解と習熟
全体訓練、地区別訓練

高
知
県
大
規
模
災
害
復
興
都
市
計
画
手
引
書

【

事
前

の
取

組
編
】

現

状

課

題

• 想定される津波災害からの都市の復興を少し
でも早く成し遂げ、地域に住み続けられるまち
づくりを実現

• 災害ハザードエリアにおける防災・減災対策

• 規制・誘導等を総動員した「事前防災まちづく
り」

• 東日本大震災では、津波災害からの都市の復
興に時間を要し人口減少等の地域課題が加速

• 南海トラフ地震は今後30年間で70%～80%程度
の確率で発生が予測

• 風水災害など自然災害の激甚化・頻発化

• 災害ハザードエリアにおいて人命に関わる災
害が多発


